
法制審議会第２０４回会議配布資料 刑２

諮問第１２９号に対する答申案



第１ 議論の経過

法制審議会は、法務大臣から発せられた諮問第１２９号を受けて、近時の刑

事再審手続をめぐる諸事情に鑑み、同手続が非常救済手続として適切に機能す

ることを確保する観点から、刑事再審手続に関する規律の在り方について調査

審議を行うため、令和７年３月２８日の第２０２回会議において、刑事法（再

審関係）部会を設置した。

以後、同部会において、計１８回の会議を開催して、調査審議を重ね、令和

８年２月２日、取りまとめを行った。

第２ 調査審議の結果

刑事再審手続について、別添の「要綱（骨子 」記載の法整備を行うべきで）

ある。

第３ 附帯事項

１ 別添の「要綱（骨子 」記載の制度の運用について）

⑴ 「第１ 再審請求審における証拠の提出命令等」について

○ 証拠の提出命令についての法整備を行うことにより、裁判所による証拠

の提出・開示の勧告や検察官による任意の証拠の提出・開示という従来の

、 、実務運用が否定されるものではないことから その法整備が行われた後も

個別の事案に応じ、これらが適切に行われることを期待する。

○ 証拠の提出命令の運用に当たっては、当部会における議論も参考にしつ

、つ、関連性・必要性が認められる証拠の範囲が不当に狭くならないよう

その判断が適切に行われることを期待する。

○ 証拠の提出命令によるものを含む検察官から提出された証拠の閲覧・

謄写に当たっては、個別の事案に応じ、検察官において裁判所に対し、

、被害者等の氏名等を秘匿するか否かの判断に資する情報を提供した上で

裁判所において被害者等の氏名等を秘匿する措置をとるなど、被害者等

の名誉・プライバシー等への配慮が適切になされることを期待する。

⑵ 「第３ 再審請求についての調査手続・審判手続等」について

○ 調査手続の運用に当たっては、個別の事案に応じ、再審請求者及び弁護

人（以下「再審請求者等」という ）に再審請求の理由を記載した書面の。

補正を求めること、再審請求者等や検察官の意見を聴取することなど、適

切な対応がなされることを期待する。

○ 審判開始決定に係る運用に当たっては、当部会における議論も参考にし

つつ 「再審の請求の理由がないことが明らかであると認めるとき」など、

の要件を不当に広く解釈して安易に請求を棄却することのないよう、適切

な判断がなされることを期待する。

２ 別添の「要綱（骨子 」において法整備の対象とされなかった事項のうち、）
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引き続き、運用によって対応することが考えられるものについて

○ 再審請求の準備段階における裁判所不提出記録及び証拠物の閲覧・謄写

については、検察官において、刑事訴訟法第４７条の趣旨を踏まえ、個別

の事案に応じ、適切な対応がなされることが望まれる。

○ 再審請求が予測される場合における国庫に帰属した証拠物の保管につい

て、検察官において、証拠品事務規程第８９条等の規定に基づき適切な対

応がなされるとともに、それ以外の証拠物の保管についても、検察官にお

、 、 、いて 個別の事案に応じ 被押収者の同意を得た上で保管を継続するなど

適切な対応がなされることが望まれる。また、捜査資料等の保管・管理に

ついては、警察において、適正な運用が確保されることが望まれる。

○ 再審開始決定に対する不服申立てについては、検察官において、もとよ

慎重かつ十分な検討を確実に行った上で適切な対り結論ありきではなく、

応がなされることが望まれる。

○ 再審請求についての決定に対して不服申立てがあった場合におけるものを

含め、審理の迅速化方策については、裁判所において、個別の事案に応じ、

打合せ手続の活用を図ることのほか、可能な限り、刑事再審手続に関する意

見交換を行うなど、裁判所における運用の在り方について検討がなされるこ

とが望まれる。また、検察官及び弁護人においても、可能な限り、審理の円

滑かつ迅速な遂行に向けた協力がなされることが望まれる。

、 、○ 再審請求者が弁護人を選任していない場合については 裁判所において

そのことを踏まえつつ、事案の性質や手続の状況等も考慮して、適切な配

慮がなされることが望まれる。

個別○ 再審請求審における被害者等の関与については、検察官において、

の事案に応じ、被害者等に対し、再審請求に関する事柄を説明するなどする

とともに、裁判所において、個別の事案に応じ、被害者等からの要望や問合

せに対し、手続の状況を説明するなど、適切な配慮がなされることが望まれ

る。

３ 今後の検討について

今般の法整備は、刑事再審手続の在り方について重要な変更を加えるもので

施行後、一定期間の運用の実績が蓄積された後に、客あることに鑑み、その

観的なデータを踏まえ、その運用の実情に関する正確な認識に基づいて、同

手続が非常救済手続として適切に機能しているかについて検討を行うことが

望ましい。

【別添】

要綱（骨子）
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別添

要綱（骨子）

第１ 再審請求審における証拠の提出命令等

１ 証拠の提出命令

「 」 （ 「 」 。） 、⑴ 第３ ２⑵ウの決定 ４において 審判開始決定 という をした裁判所は

再審の請求の理由に関連すると認められる証拠について、その関連性の程度その

他の当該再審の請求についての裁判をするために提出を受けることの必要性の程

度並びにその提出を受けた場合に生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮

し、相当と認めるときは、再審の請求をした者若しくは弁護人の請求により又は

職権で、決定で、検察官に対し、当該証拠の提出を命じなければならないものと

する。

⑵ 裁判所は、⑴の決定又は⑴の請求を却下する決定をするには、検察官の意見を

聴かなければならないものとする。

⑶ ⑴の決定又は⑴の請求を却下する決定に対しては、即時抗告をすることができ

るものとする。

２ 証拠又はその一覧表の提示命令

⑴ 裁判所は、１⑴の決定をするか否かの判断をするに当たり、必要があると認め

るときは、検察官に対し、当該判断の対象となる証拠の提示を命ずることができ

るものとし、この場合において、当該証拠の全部又は一部が電磁的記録であると

きは、当該電磁的記録については、その内容を表示したものを閲覧し、又はその

内容を再生したものを視聴する方法により、提示を受けるものとする。

⑵ 裁判所は、１⑴の決定をするか否かの判断をするに当たり、必要があると認め

るときは、検察官に対し、その保管する証拠であって、裁判所の指定する範囲に

属するものの標目の一覧表を提示することを命ずることができるものとし、この

場合において、検察官が当該一覧表を電磁的記録をもって作成したときは、当該

一覧表については、その内容を表示したものを閲覧する方法により、提示を受け

るものとする。

⑶ ⑴又は⑵の場合においては、裁判所は、何人にも、⑴の証拠又は⑵の一覧表の

閲覧又は謄写をさせることができないものとする。

⑷ ⑴から⑶までは、１⑶の即時抗告が係属する抗告裁判所について、準用するも

のとする。

３ 証拠の閲覧・謄写
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刑事訴訟法第４０条第１項及び第４０条の２第１項の「訴訟に関する書類」に刑

事確定訴訟記録法第２条第１項に規定する「刑事被告事件に係る訴訟の記録 （訴訟」

終結後のものに限る ）が含まれることを明確化する。。

４ 複製等の適正管理

弁護人は、再審の請求の手続において、裁判所が審判開始決定をした後に検察官

から提出を受けた証拠を謄写したときは、その証拠に係る複製等（刑事訴訟法第２

８１条の３に規定する複製等をいう。５及び６において同じ ）を適正に管理し、そ。

の保管をみだりに他人にゆだねてはならないものとする。

５ 複製等の目的外使用の禁止

⑴ 再審の請求をした者（検察官を除く。⑵及び６⑴において同じ 、弁護人又は。）

弁護人であった者は、４に規定する証拠に係る複製等を、次に掲げる手続又はそ

の準備に使用する目的以外の目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通

信回線を通じて提供してはならないものとする。

ア 当該再審の請求に係る被告事件についての再審の請求の手続

イ アに掲げる手続において再審開始の決定が確定した場合における被告事件の

審理その他の当該被告事件に係る裁判のための審理及び当該被告事件に関する

刑事訴訟法第２８１条の４第１項第２号に掲げる手続（同号ホに掲げるものを

除く ）。

⑵ ⑴に違反した場合の措置については、再審の請求をした者の再審の請求に係る

利益又は再審における被告人の防御権を踏まえ、複製等の内容、行為の目的及び

態様、関係人の名誉、その私生活又は業務の平穏を害されているかどうか、当該

複製等に係る証拠が公判期日において取り調べられたものであるかどうか、その

取調べの方法その他の事情を考慮するものとする。

６ 目的外使用の罪

⑴ 再審の請求をした者が、４に規定する証拠に係る複製等を、５⑴ア及びイに掲

げる手続又はその準備に使用する目的以外の目的で、人に交付し、又は提示し、

若しくは電気通信回線を通じて提供したときは、１年以下の拘禁刑又は５０万円

以下の罰金に処するものとする。

⑵ 弁護人又は弁護人であった者が、４に規定する証拠に係る複製等を、対価とし

て財産上の利益その他の利益を得る目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは

電気通信回線を通じて提供したときも、⑴と同様とするものとする。
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第２ 再審請求審・再審公判における裁判官の除斥

１ 裁判官は、再審の請求があった事件について、原判決に係る被告事件についての

次に掲げる判決に関与したときは、職務の執行から除斥されるものとする。

ア 刑事訴訟法第３３３条、第３３４条又は第３３６条の判決

イ アの判決に係る刑事訴訟法第３９６条の判決

２ 裁判官が、再審開始の決定が確定した事件について、当該再審開始の決定に係る

再審の請求についての次に掲げる決定に関与したときも、１と同様とするものとす

る。

ア 「第３」２⑵ア（(ｴ)に係る部分に限る ）若しくはイ又は刑事訴訟法第４４７。

条第１項若しくは第４４８条第１項の決定

イ アの決定に対する即時抗告又は刑事訴訟法第４２８条第２項の異議の申立てを

棄却する決定（当該即時抗告又は異議の申立ての手続がその規定に違反したこと

のみを理由とする場合を除く ）。
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第３ 再審の請求についての調査手続・審判手続等

１ 再審の請求の方式

⑴ 再審の請求をするには、その理由を記載した書面を管轄裁判所に差し出さなけ

ればならないものとする。

⑵ ⑴の書面には、証拠書類又は証拠物及び原判決の裁判書の謄本（当該裁判書が

電磁的記録である場合にあっては、当該裁判書に記録されている事項の全部を記

載し、又は記録した書面又は電磁的記録であってその内容が当該裁判書に記録さ

れている事項と同一であることの証明がされたもの）を添えなければならないも

のとする。

２ 再審の請求についての調査手続

⑴ 再審の請求を受けた裁判所は、遅滞なく、その請求について調査しなければな

らないものとする。

⑵ ⑴による調査をした裁判所は、次のアからウまでに掲げる場合の区分に応じ、

当該アからウまでに定める決定をしなければならないものとする。

ア 次の(ｱ)から(ｴ)までに掲げる場合 再審の請求を棄却する決定

(ｱ) 再審の請求が法令上の方式に違反したものであると認めるとき。

(ｲ) 再審の請求が請求権の消滅後にされたものであると認めるとき。

(ｳ) １⑴の書面に記載された再審の請求の理由が明らかに刑事訴訟法第４３５

条又は第４３６条第１項に規定する事由に該当しないと認めるとき。

(ｴ) (ｳ)に掲げるもののほか、再審の請求の理由がないことが明らかであると

認めるとき。

イ 再審の請求の理由があることが明らかであると認める場合 再審開始の決定

ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 審判を開始する旨の決定

⑶ ⑵ア又はイの決定に対しては、即時抗告をすることができるものとする。

３ 再審請求審における事実の取調べ

⑴ 再審の請求を受けた裁判所は、２⑵ウの決定（⑵、４⑴及び６⑴において「審

」 。） 、 。判開始決定 という をした後でなければ 事実の取調べをすることができない

⑵ 再審の請求をした者（検察官を除く。４、５⑵及び６において同じ 、弁護人。）

又は検察官は、審判開始決定をした裁判所に対し、事実の取調べを請求すること

ができる。

４ 再審の請求についての意見聴取並びに審理を終結する日の指定及びその通知

⑴ 審判開始決定をした裁判所は、審理を終結するには、再審の請求について、再

審の請求をした者（再審の請求をした者が有罪の言渡しを受けた者の法定代理人

又は保佐人である場合にあっては、再審の請求をした者及び有罪の言渡しを受け
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た者 、弁護人及び検察官の意見を聴くとともに、審理を終結する日（以下４にお）

いて「審理終結日」という ）を定めなければならないものとする。。

⑵ 裁判所は、審理終結日を定めるには、審理の終結について、再審の請求をした

者又は弁護人及び検察官の意見を聴かなければならないものとする。

⑶ 審理終結日は、再審の請求をした者、弁護人及び検察官に通知しなければなら

ないものとする。

⑷ 裁判所は、再審の請求をした者、弁護人若しくは検察官の請求により、又は職

権で、審理終結日を変更することができるものとする。

、 、 、⑸ 審理終結日を変更するには 裁判所の規則の定めるところにより あらかじめ

再審の請求をした者又は弁護人及び検察官の意見を聴かなければならないものと

し、ただし、急速を要する場合は、この限りでないものとする。

⑹ 裁判所は、適当と認めるときは、再審の請求をした者、弁護人若しくは検察官

の請求により、又は職権で、決定で、終結した審理を再開することができるもの

とする。

５ 再審の請求について決定をする日の指定及びその通知

⑴ 裁判所は、審理を終結したときは、速やかに、再審の請求について決定をする

日（以下５において「決定日」という ）を定めなければならないものとする。。

⑵ 決定日は、再審の請求をした者、弁護人及び検察官に通知しなければならない

ものとする。

⑶ 裁判所は、決定日を変更することができるものとする。

６ 再審請求手続の受継

⑴ 審判開始決定があった場合において、再審の請求をした者が死亡したときは、

再審の請求の手続は、中断するものとする。この場合において、刑事訴訟法第４

３９条第１項第２号から第４号までに掲げる者は、その手続を受け継ぐことがで

きるものとする。

⑵ ⑴による受継の申立ては、再審の請求をした者の死亡の日から１箇月以内にし

なければならないものとする。

⑶ ⑴による中断があったときは、期間（⑵の期間を除く ）は、進行を停止するも。

のとする。この場合においては、⑴による受継があった時から、新たに全期間の

進行を始めるものとする。

⑷ ⑵の期間内に⑵の申立てがないときは、裁判所は、決定で再審の請求を棄却し

なければならないものとする。
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第４ 刑の執行停止時期の明確化と死刑確定者の拘置の停止

１ 検察官による刑の執行停止時期の明確化

管轄裁判所に対応する検察庁の検察官は、再審の判決が確定するまで、刑の執行

を停止することができるものとする。

２ 死刑確定者の拘置の停止

⑴ 検察官は、１により死刑の執行を停止したときは、刑法第１１条第２項の規定

による拘置（⑵において単に「拘置」という ）を停止することができるものとす。

る。

⑵ 裁判所は、刑事訴訟法第４４８条第２項の規定により死刑の執行を停止したと

きは、決定で拘置を停止することができるものとする。
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第５ 再審の請求に係る決定に対する即時抗告等の提起期間の延長

１ 「第３」２⑵ウの決定後の刑事訴訟法第４４７条第１項又は第４４８条第１項の

決定に対する即時抗告の提起期間は、同法第４２２条の規定にかかわらず、１４日

とする。

２ １の即時抗告に係る抗告裁判所の決定に対する刑事訴訟法第４３３条第１項の抗

告の提起期間は、同条第２項の規定にかかわらず、１４日とする。

（注）即時抗告に関する規定は、刑事訴訟法第４２８条第３項により、同条第２項の異議の申立て

に関して準用されるため、１の決定に対する異議の申立ての提起期間及びその異議の申立てに係

る高等裁判所の決定に対する第４３３条第１項の抗告の提起期間も、１４日となる。
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第６ 再審請求手続に関する費用補償

１ 補償の要件等

刑事訴訟法第１８８条の２第１項に規定するもののほか、再審開始の決定が確定

した事件について、無罪の判決が確定したときは、国は、当該再審開始の決定に係

る再審の請求をした者（検察官を除く。２⑴において同じ ）に対し、当該再審の請。

求の手続に要した費用の補償をするものとし、ただし、その者の責めに帰すべき事

由によって生じた費用については、補償をしないことができるものとする。

２ 補償する費用の範囲

⑴ １により補償される費用の範囲は、１の再審の請求をした者又はその弁護人で

あった者が当該再審の請求に係る審判の手続に出頭するに要した旅費、日当及び

、 、宿泊料並びに弁護人であった者に対する報酬に限るものとし その額に関しては

刑事訴訟費用に関する法律の規定中、再審の請求をした者については証人、弁護

人であった者については弁護人に関する規定を準用するものとする。

⑵ 裁判所は、⑴の審判の手続に出頭した弁護人が二人以上あったときは、事件の

性質、審理の状況その他の事情を考慮して、⑴の弁護人であった者の旅費、日当

及び宿泊料を主任弁護人その他一部の弁護人に係るものに限ることができるもの

とする。
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